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標記事件につき、 公益財団法人 H 本アンチ・ ドー ヒ
°

ング機構（以下「JADA」という。）は、 日

本アンチ・ ド ー ピング規程（以下「本規程」という。）7.10.3 項の規定に基づき、 下記のとおり決

定する。

記

〔決 定〕

• 本規程 2.1 項の違反が認められる。

• 本規程 9 条及び同 10.8 項に従い、 検体採取の日から暫定的資格停止期間の開始日までに獲得

された競技者のすべての個人成績 (2018 年第 18 回マスタ ー ズ男子関西ボデイビル選手権大会

における競技成績を含む。）はいずれも失効し、 かつ、 上記期間において獲得されたメダル、

得点、 及び褒賞はいずれも剥奪される。

本規程 10.2.2 項及び 同 10.11.3.1 項に従い、平成 30 年IO月 IO日より 2 年間の資格停止とする。

〔理 由〕

• 平成 30 年9 月 2日に実施された競技会検査において競技者から検出された、クロミフェン及

びその代謝物 (clomifene and its metabolite) は、2018 年禁止表国際基準（以下「禁止表」とい

う。）における「S4.3 ホルモン調節薬および代謝調節薬」において禁止物質とされているた

め、 本規程 2.1 項に定める「禁止物質」に該当する。 これに対して競技者は、B 検体について

の分析は要求せず、また、上記の結果及びそこに至る手続過程に関しても特段争わなかった。

• そこで、本件においては、競技者について本規程 2.1 項（競技者の検体に、禁止物質又はその

代謝物若しくはマー カ ーが存在すること）の違反が認められ、同 9 条及び同 10.8 項に基づき、

検体採取の日から暫定的資格停止期間の開始日までに獲得された競技者のすべての個人成績

(2018 年第 18 回マスタ ー ズ男子関西ボデ ィ ビル選手権大会における競技成績を含む。）はい

ずれも失効し、かつ、 上記期間において獲得されたメダル、 得点、 及び褒賞 （もしあれば）

はいずれも剥奪される。

また、 上記検出物質は「禁止物質」に該当するものである一方で、 禁止表における「特定物

質」でもあるところ、競技者は、本件の違反が本規程 10.2.3 項における意味での「意図的」

ではなかった旨主張しており、 JADA による調査の結果においては、 これに反する証拠は特

段見当たらない。 よって、本件においては本規程 10.2.2 項が適用される。




